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付
）
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旨

）

本
法
律
案
は
、
第
百
八
十
五
回
国
会
で
成
立
し
た
電
気
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
く

、

、

電
気
事
業
に
係
る
制
度
の
抜
本
的
な
改
革
に
係
る
措
置
と
し
て

電
気
の
小
売
業
へ
の
参
入
の
全
面
自
由
化
を
実
施
す
る
た
め

一
般
の
需
要
に
応
じ
電
気
を
供
給
す
る
事
業
を
営
も
う
と
す
る
者
に
係
る
経
済
産
業
大
臣
の
登
録
制
度
を
創
設
す
る
等
の
措
置

を
講
ず
る
と
と
も
に
、
電
力
の
先
物
取
引
に
係
る
制
度
及
び
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
係
る
制
度
を
整
備
す
る
等

の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
電
気
事
業
法
の
一
部
改
正

１

現
在
、
一
般
電
気
事
業
者
に
し
か
認
め
ら
れ
て
い
な
い
家
庭
等
へ
の
電
気
の
供
給
を
自
由
化
す
る
。

２

電
気
事
業
の
類
型
を
見
直
し
、
発
電
・
送
配
電
・
小
売
の
事
業
区
分
に
応
じ
た
規
制
体
系
へ
移
行
す
る
。

３

一
般
送
配
電
事
業
者
に
、
需
給
バ
ラ
ン
ス
維
持
、
送
配
電
網
の
建
設
・
保
守
、
最
終
保
障
サ
ー
ビ
ス
、
離
島
の
ユ
ニ
バ

ー
サ
ル
サ
ー
ビ
ス
等
を
義
務
付
け
る
。

４

小
売
電
気
事
業
者
に
、
需
要
を
賄
う
た
め
に
必
要
な
供
給
力
を
確
保
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
。
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５

電
気
の
卸
売
に
係
る
規
制
を
撤
廃
す
る
。

６

広
域
的
運
営
推
進
機
関
が
発
電
所
の
建
設
者
を
公
募
す
る
仕
組
み
を
創
設
す
る
ほ
か
、
現
在
の
一
般
電
気
事
業
者
が
引

き
続
き
一
般
担
保
付
社
債
を
発
行
で
き
る
よ
う
に
す
る
、
卸
電
力
取
引
所
を
法
定
化
す
る
、
保
安
規
制
を
合
理
化
す
る
、

現
在
の
一
般
電
気
事
業
者
に
対
し
、
一
定
期
間
、
料
金
規
制
を
継
続
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
る
。

二
、
商
品
先
物
取
引
法
の
一
部
改
正

電
力
先
物
取
引
を
可
能
に
す
る
た
め
、
先
物
取
引
の
対
象
に
「
電
力
」
を
追
加
す
る
。

三
、
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正

電
気
事
業
法
の
事
業
類
型
の
見
直
し
に
伴
い
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
買
取
義
務
者
を
一
般
電
気
事
業
者
等
か
ら

小
売
電
気
事
業
者
等
に
変
更
す
る
。

四
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め

る
日
か
ら
施
行
す
る
。


